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７月に全国安全週間を実施します 

～ 死亡災害多発！全国安全週間を通じ災害防止への意識強化 ～ 

 

 令和８年に入り県内の労働災害による死亡者数が激増しており、憂慮すべき事態

となっています。 

静岡労働局（局長  國分
こくぶん

 一行
かずゆき

）では、全国安全週間及びその準備期間を通じて、

県内の事業場、地方公共団体、各業界団体等に対し、労働災害防止活動の取組の強

化と安全意識の向上を働きかけるとともに、労働局長や各労働基準監督署がパトロ

ールを行い、死亡災害の撲滅を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添１ 令和８年度 全国安全週間実施要綱 

別添２ 令和８年度 全国安全週間の周知について（依頼） 

別添３ 令和８年死亡災害発生状況 

Press Release 

１ 全国安全週間について（実施要綱は別添１） 

準備期間 ： ６ 月 １ 日 ～ ６月 30 日 

全国安全週間 ： ７ 月 １ 日 ～ ７ 月 ７ 日 

スローガン ： 「多様な人材 全員参加 みんなで育てる安全職場」 

２ 静岡労働局および労働基準監督署の取組について 

〇 静岡労働局長によるパトロール 

 全国安全週間初日である７月１日に、中部地区にて労働局長によるパトロ

ールを実施します。（詳細は、後日、記者発表を行います。） 

 また、管内の各労働基準監督署においても、全国安全週間中にパトロールを

実施します。 

〇 事業場や関係機関等に対する周知 

 各地区の労働基準協会や各業界団体と連携し、県内各地域の事業場を対象

に、死亡災害の撲滅、多発している転倒災害や高年齢労働者、外国人労働者等

の労働災害防止とともに、この時期にリスクの高まる熱中症についても、その

防止を啓発します。また、地方公共団体や各業界団体等に対しても、全国安全

週間中の実施事項について周知を図っていきます。（別添２） 


